
令和８年５月１８日更新

番号 書類 項目 回答案

1 仕様書 5.(6)事業実施の条件
　本事業は、事業者所有の設備から県有施設に電気を供給する電力供給契約（ＰＰ
Ａ方式）の締結を目的としており、事業者所有の設備に係る費用増大（減少を含
む）を理由にＰＰＡ単価を改定することはできません。

2 仕様書
別表３　予想されるリスク

責任分担

　本事業は、事業者所有の設備から県有施設に電気を供給する電力供給契約（ＰＰ
Ａ方式）の締結を目的としており、事業者所有の設備に係る費用増大（減少を含
む）を理由にＰＰＡ単価を改定することはできません。

3
　参加辞退に伴うペナルティはありません。また、参加辞退届の受け付けは、原
則、企画提案書等の提出締切日（５月２１日）までとさせていただきます。

4 仕様書 別表１　対象施設
本公募は、全3施設の提案を求めるものです。なお、耐力検討や構造調査の結果等
により、全施設への導入を行わないことはあり得ます。

5
ペナルティはありません。この場合は、審査委員会において次点とされた者と交渉
する場合があります。

6 仕様書 5.(1)アイ
徳島県土整備事務所・鳴門総合運動公園体育館については、県の考え方を設置工事
前までに提出させていただく予定です。また、農林水産総合技術支援センターにつ
いては、駐車場への設置のため構造計算書の提供は想定しておりません。

7 仕様書 5.(6)アｄ
一時撤去に伴う保管場所の提供は想定しておりませんが、屋上等に空きスペースが
あるなど、施設の利用や安全に支障がない範囲で、無償提供または使用許可が可能
な場合があります。

8 仕様書 5.(6)アｄ

事業期間中における農林水産総合技術支援センター・徳島県土整備事務所の太陽光
パネル・架台の一時撤去・再取付は想定していません。このことから、当該費用の
価格転嫁は不要です。
また、鳴門総合運動公園体育館については、事業期間中１回のみ防水工事を予定し
ており、太陽光パネル・架台の一時撤去・再取付を見込んでご提案ください。
県都合により想定回数以上の、太陽光パネル・架台の一時撤去・再取付の必要が生
じた場合は、県の負担とします。

9 仕様書 5.(6)アｄ

事業期間中における農林水産総合技術支援センター・徳島県土整備事務所の太陽光
パネル・架台の一時撤去・再取付は想定していません。このことから、当該費用の
価格転嫁は不要です。
また、設置した太陽光パネル・架台はご提案いただく設置パネル全てを撤去する想
定としてご提案ください（想定金額は、パネル設置枚数等に影響されるため提案内
容に含まれます）。
なお、一時撤去に伴う停止期間への対応として、県は停止期間分の運転期間の延長
の協議に真摯に応じるものとします。

「令和８年度県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA)事業」
質問に対する回答書

PPA 設備の一時的な運転停止及び一時撤去、保管、再設置に伴う費用
算出が難しいです。
アレイ単位で撤去・再設置の20年間の計画をお示しください。
計画の共有が無い場合、費用負担は事業者に無いという認識でよろし
いでしょうか。

各施設の構造計算書の提示をお願いいたします。
構造計算書の共有がない場合、見込むべき積載荷重の基準値の算出が
出来ません。設置工事前に基準値の数量提示をお願いいたします。

徳島県土整備事務所において、提案時期から約1年以上先の工事であ
り、事業者は、当然提案時を0とした場合、施工前時点で、諸事情に
より10％以上ので価格上昇がある場合、改正建設業法に定められた価
格改定の協議に応じてもらえると考えますが宜しいでしょうか。

質疑

事業者の維持管理の価格上昇（物価スライド含む）が認められないと
する記述がありますが、改正建築業法上、公共発注者は価格改定等の
協議に応じてもらえると考えますが、宜しいでしょうか。

PPA 設備の一時的な運転停止及び一時撤去、保管、再設置に伴う費用
算出が難しいです。
停止期間・撤去範囲・回数・想定金額も含め定量表記頂きたい。
定量表記が無い場合、費用負担は事業者に無いという認識でよろしい
でしょうか。

参加表明後の辞退について、スケジュール上でペナルティが発生する
時期とその内容をすべてご教授ください。

対象施設のうち、一部の施設のみの提案としてもよろしいでしょう
か。

優先交渉者となった後、詳細協議にて事業が困難と判断し辞退した場
合、ペナルティは無いものとの認識でよろしいでしょうか。

防水改修に伴う太陽光設備の一時撤去、再取り付けについて、取り外
した設備の保管場所はご提供いただけると考えてよろしいでしょう
か。


